
 
 
 
  前年から繰り越された損失額を、平成28年分の所得の黒字から控除しきれる場合（平成28年分に分

離課税の土地建物等の譲渡所得がない場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「不動産所得」の金額 

 ・ 「収入金額」   24,000,000円    ・ 「所得金額」   16,265,000円 

２ 「給与所得」の金額 

 ・ 「収入金額」    8,000,000円    ・ 「所得金額」    6,000,000円 

３ 「繰越損失額」                        △15,450,000円 

【記載例３】 
《繰越控除１年目》 

１２６ 

２４００００００ 

８００００００ 

１６２６５０００ 

６００００００ 

６８１５０００ 

７０００００ 

１０００００ 

５００００ 

３８ 

３８ 

３６１５００ 

２０００００ 

１６１５００ 

５５１０９ 

１６４８９１ 

△５５１０９ 

１５４５００００ 

２８７００００ 

３９４５ 

 

○ ○ × × 

１２３４５６７ 

《第一表》 

１６１５００ 

３３９１ 

２２００００ 

 

（記載に当たっての留意事項） 

申告書第一表の「所得金額・合計」⑨欄は、①欄から⑧欄の合計額(22,265,000円)から「措法 

41の５の２による繰越損失額」(△15,450,000円)を差し引いた残額(6,815,000円)を記載する。 

申告書Ｂ第一表及び第二表の記載方法の詳細は、

「平成28年分所得税及び復興特別所得税の確定申告

の手引き 確定申告書Ｂ用」をご覧ください。 


